
新 旧

１ 公費負担者番号等の設定方法

（略）

（削除）

（別添１）既認定者

実施機関名
公費負担者番号

法別番号 都道府県番号 実施機関番号
検証

番号

（略）

34 広島県 5 2 3 4 7 0 1 0

広島市 5 2 3 4 7 0 2 8

福山市 5 2 3 4 7 0 3 6

呉市 5 2 3 4 7 0 4 4

（略）

42 長崎県 5 2 4 2 7 0 1 0

長崎市 5 2 4 2 7 0 2 8

佐世保市 5 2 4 2 7 0 3 6

（略）

１ 公費負担者番号等の設定方法

（略）

２ 実施の時期

平成27年１月診療分（２月請求分）から実施すること。

ただし、別表に掲げる平成27年４月から中核市に移行する越谷

市、八王子市については、平成27年４月診療分（５月請求分）か

ら実施とする。

（別添１）既認定者

実施機関名
公費負担者番号

法別番号 都道府県番号 実施機関番号
検証

番号

（略）

34 広島県 5 2 3 4 7 0 1 0

広島市 5 2 3 4 7 0 2 8

福山市 5 2 3 4 7 0 3 6

（略）

42 長崎県 5 2 4 2 7 0 1 0

長崎市 5 2 4 2 7 0 2 8

（略）



新 旧

（別添２）新規認定者

実施機関名
公費負担者番号

法別番号 都道府県番号 実施機関番号
検証

番号

（略）

34 広島県 5 2 3 4 8 0 1 8

広島市 5 2 3 4 8 0 2 6

福山市 5 2 3 4 8 0 3 4

呉市 5 2 3 4 8 0 4 2

（略）

42 長崎県 5 2 4 2 8 0 1 8

長崎市 5 2 4 2 8 0 2 6

佐世保市 5 2 4 2 8 0 3 4

（略）

（別添２）新規認定者

実施機関名
公費負担者番号

法別番号 都道府県番号 実施機関番号
検証

番号

（略）

34 広島県 5 2 3 4 8 0 1 8

広島市 5 2 3 4 8 0 2 6

福山市 5 2 3 4 8 0 3 4

（略）

42 長崎県 5 2 4 2 8 0 1 8

長崎市 5 2 4 2 8 0 2 6

（略）


